
災害時におけ る物資の供給に開する協定書

南あわじ市（い、下「 「Ｐ 」と いう 。） とコ ーナ ン商事株矢会社（弧下 「乙」と いう 。） とのｍこ

おいて、 災害特等における応急物資 （八下「物資」と いう 。） の確保・ 供給に開する事項につい

て、 次の とお り協定を締結する。

（目 的）

第１ 条　 この協定は、 南あわじ市内に災害対策‾羝本法第 ２条第１ 号に規定する災害が発生した

場合又は発生する恐れがある場合（八下 「災害時」と いう 。） 、ＦＰ乙が相互に協力 して、氛害

時の住民匹Ｒの陽期安定を図る こと を目 的と する。

（物資の要請等）

第２ 条　 この協定に定める災害時の協力事項は、 原ｍ として陽が氛害対策本部、 迅Ｉ民イ脊護筒策

本部又は緊急対処事態筒策本部のいずれかを鼈置 し、 災害時における物資の確保を回るため、

必要誤拓ると 認め ると きは、乙に対 して物資の供給を要請する もの とす る。

２　 乙は、前項の要請を受けた とき、速やかに物資を調達し追鬚な措置をと ると ともに優先的

供給に努める もの とす る。 ただ し、 乙が被災 した とき はこ のほ りではな い。

３　 乙は、ダ諸による物資と数ｔについて、 応じ難いときは虱能な範囲内で供給するものとす

る。

（供給物資）

第３条　 陽が乙に要請する災害時の物資は、 緊表 １の砿目 を基準とする。ただし、「Ｆと 乙が協

議し、乙は虱能な範回で賄こ対 して災害時に必要な物資の供給に協力するものと する。

（要請方法）

第４ 粂　 鵈ま、乙に協力を要請する場合は、 原則 として書面に より 行う もの とする。 ただ し、

緊急を要する ときは口頭で要請し、 事後において書面を提出するものとする。

（物資のち＼渡し八び運搬）

第５ 条　 物資のち＼渡 し場所は、「Ｐ乙協議の上、決定した場所と し、 陽または殫の指定した者は

乙の提芭する納脂言等によ り確認の上、 物資の示渡しを受ける もの とする。

２　 ＦＰ は、 必要に応じて乙に物資の運搬の協力を求める ことができる ものとする。

（経費の負担）

第６ 条　 乙が、賄こ供給した物資の代金八び乙が行った運搬等の経費（証、下「物資の代金等」

とい う。 ）は、「Ｐが負担する もの とする。

２　 物資の代金等の額は、 災害発胞時直前における適正な価格を‾嵬準とし、殫乙協議の うえ決
Ｘ

定するものとする。

（経費の請求八びす払）

第７ 粂　 乙は、物資の納入が完了したと きは、物資の代金等について、 請求書を もって賄こ請

求するものと する。

２「Ｐは、前項の規定によ る乙から の請求が あっ たと きは、そ の内容を確懾のう え速やかに支



払う もの とする。

（情報交換攷びを供）

第８ 条　 陽‾ル、び乙は、 この協定に基づく 協力がＰヨ滑に行われるよ う必要に応じ相互に情報交換

を行 うも のと し、 平素から 災害発生時に備え るも のと する。

２　 陽攷び乙は、 諸恬勣中に覚加した災害に開する情報について、 必要に応 じ相互に提供し合

うものと する。

（連絡窓 口）

第９ 条　 この協定のたロは、屶」紙 「連絡体制表」の とお りと する。

（協定の期間八び‾胱新）

第１ ０条　この協定は、 締結の日 から適ヂ↑ｊ し、 殫乙いずれかから協定解消の申 し出がない限 り、

鶚一内容でも って継続する もの とする。

（要請の優先順位）

第１ １条　この協定は殫 と乙が締結するものであるが、 稈からの要請が兵庫県からの要請と重

複した蘓合は、乙は兵庫県から の要請を優先する もの とす る。

２「Ｐからのが読が、 鶚様の協定を締結 している地方ぬ九回体のぢ読と重複した場合は、 個緊

に協議するも のと する。

（協議）

第１ ２条　この協定に定めのない事項‾乱びこの協定について疑義が生じたと きは、殫乙協議し

て定める もの とする。

この協定締結の証として本書２ 逐作成し、躅 、乙記名押印のう え、 各自 １通を保有する。

令和 ６年 １２ ｙｘ １９日

殫

乙

顫庫県南あわ じ市市善光寺 ２２ 番地１

南あわじ市

南あわじ市長

大阪府堺市西 ［て匹東ぢ４ 丁４ ０１ 番地１

コーナン商事株犬会社

代表取締役社長



ＳＩ」表 １（第３ 条Ｍ係）

氛害時におけ る供給物資

種類 物資名

作業関係 作業シー ト、 標識ロープ、 ヘルメッ ト、 防塵マス ク、 簡易マス ク、長

靴、 軍手、ゴム手袋、 皮手袋、 雨翫、土のう袋

日用品等 无布、タ オル、割 り箸、使い捨て食器、 ポリ 袋、 ホイ ル、 ラッ プ、ウ

ェッ トテ ィシュ、 マス ク、 バケツ、 水モ ップ、デッキブラ シ、 雑串、

簡高ライ ター、使い捨てカイロ 、ト イレ ットペーパー、テ ィッ シュペ

ーパー、 生ミ用品

食品等 飲料水、 水缶、カ ップラー メン、菓子

冷暖房器具等 大型石油スト ーブ、木炭、 木炭 コンロ

電気用品等 投光機、 懐中電灯、乾電池、カ セッ トコ ンロ 、カ セッ トボ ンベ

トイ レ関係 救急ミニ トイレ


